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佐
藤
氏　

い
ま
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
が

着
目
さ
れ
て
い
る
主
な
理
由
は

「
多
額
の
制
裁
金
規
定
」と「
域

外
適
用
範
囲
の
拡
大
」
の
２
つ

で
あ
る
。
デ
ー
タ
保
護
規
制
に

違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判

断
は
比
較
的
客
観
的
に
可
能
で

あ
る
と
思
わ
れ
、
積
極
的
な
制

裁
の
発
動
も
予
想
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
必
要
な
こ
と
は

適
切
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体

制
の
構
築
だ
。
有
事
に
至
る
リ

ス
ク
の
低
減
か
つ
制
裁
金
の
減

免
に
つ
な
が
る
。
そ
の
大
前
提

と
し
て
、
自
社
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の

適
用
を
受
け
る
か
否
か
を
判
定

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
不
可
欠
な
実
務
上
の
作
業
と

し
て
、
自
社
グ
ル
ー
プ
に
お
け

る
個
人
デ
ー
タ
の
取
り
扱
い
の

現
状
を
、
デ
ー
タ
マ
ッ
ピ
ン
グ

を
行
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
重

要
に
な
る
。

　

◇　

◇　

◇

　
松
田
氏　

自
社
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ

の
適
用
対
象
と
確
認
で
き
た
段

階
で
必
要
な
こ
と
は
、
デ
ー
タ

の
処
理
や
移
転
の
規
制
を
順
守

す
る
た
め
の
体
制
づ
く
り
で
あ

る
。

　

処
理
規
制
で
重
要
な
こ
と
は

説
明
責
任
が
義
務
化
さ
れ
て
い

る
点
。
デ
ー
タ
保
護
方
針
の
策

定
は
必
須
と
な
る
。
同
意
の
取

得
は
も
ち
ろ
ん
、
侵
害
の
認
識

か
ら

時
間
以
内
の
監
督
当
局

へ
の
通
知
・
報
告
義
務
、
デ
ー

タ
保
護
責
任
者
の
専
任
義
務
な

ど
へ
の
注
意
も
必
要
だ
。

　

一
方
、
移
転
規
制
へ
の
対
応

に
は
標
準
デ
ー
タ
保
護
条
項
あ

る
い
は
拘
束
的
企
業
準
則
が
原

則
に
な
る
。 

Ｅ
Ｕ
域
内
で
取
得

さ
れ
、
日
本
に
移
転
さ
れ
た
デ

ー
タ
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
が
要
求
す
る

措
置
の
対
象
と
な
る
の
で
、
日

本
の
個
人
情
報
保
護
法
と
合
わ

せ
た
対
応
が
欠
か
せ
な
い
。

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
リ
ー
ガ
ル
リ
ス
ク
軽
減
の
た
め
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
構
築
の
実
務

岩
田
合
同
法
律
事
務
所　
弁
護
士

佐藤　喬城氏

自 用の把握を　佐藤氏

合
法
の
手
段
策
定
へ
対
応
急
が
れ
る

岩
田
合
同
法
律
事
務
所　
弁
護
士

「 個人情報保護対応に おけるリ スク マ ネジメント 戦略」
～ＧＤＰＲおよ びＰＩ Ａ によ る プ ラ イ バシ ー 保護の 最新動向を 踏まえ て～

個人情報保護規制強化が 世界的な潮流と なっ て い る 。昨年５ 月に 改正個人情報保護法が日本で 施行さ れ、欧州連合（ ＥＵ ）で は

今年５ 月に「 一般デ ータ 保護規則（ ＧＤＰＲ）」が 導入さ れる 。先般行われた 日経産業新聞フ ォ ーラ ム で は「 個人情報保護対応に お

けるリ スク マ ネジメント 戦略」と 題し て 、ＧＤＰＲへ の 対応など の 最新情報が 提供さ れた 。

松田 章良氏

社データ 活
松田氏 規制順守のための体制づく り
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